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.経

蒋

言合r

叢
第
五
十
一
巻

第

競

通

量

簡

轟

胃

臨

場

昭
和
十
五
年
八
月
曜
慣
行

論

叢

支
那
の
農
家
負
債
ミ
農
地
の
抵
押

^ 
木

芳

之

助

支
那
の
農
家
負
債

支
邪
の
農
家
は
屡
々
自
然
の
災
摘
を
蒙
る
上
に
、
そ
の
負
掃
す
る
小
作
料
亭
問
賦
も
責
〈
、
加
ふ
る
に
農
家
の
資
本
は
零
細
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
収
入
は
貯
蓄
を
左
ず
に
は
徐
り
に
も
小
さ
過
ぎ
る
。
農
村
に
春
が
訪
づ
れ
る
頃
、
前
年
取
り
入
れ
た
穀
物
を
既
に
消

費
し
蓋
し
て
、
糧
食
に
ず
ら
と
と
を
快
〈
農
家
さ
へ
屡
々
見
出
さ
れ
る
か
ら
、
議
期
し
な
い
緊
急
の
己
と
が
起
れ
ぽ
忽
ち
借
金
に
陥

っ
て
し
ま
ム
己
と
h

一夜る。

支
那
の
農
家
が
背
負
っ
て
ゐ
る
負
債
額
に
闘
し
て
は
、
企
図
的
左
右
統
計
資
料
は
存
在
し
て
ゐ
左
い
が
、
土
地
委
員
舎
の
「
全
園

文
那
の
農
家
負
債
と
農
地
の
抵
押

第
五
十
一
巻

五

第

揖



支
那
の
農
家
負
債
と
農
地
白
抵
押

第
五
十
一
巻

ノ，、

第

韓

土
地
調
賓
報
骨
綱
要
」
に
上
れ
ぽ
、
中
支
の
江
蘇
、
櫛
江
、
安
徽
、
江
丙
、
湖
北
、
湖
南
の
六
特
に
於
け
る
調
杏
一
綿
農
家
九
三
八
、

五
四
八
戸
中
、
負
債
農
戸
は
五
一
%
を
内
め
、
負
債
農
戸
は
平
均
一
戸
常
り
百

O
八
元
僚
の
借
金
者
荷
っ
て
ゐ
早
(
民
困
二
十
四

nv

北
支
の
北
京
郊
外
の
掛
甲
屯
村
で
は
、
調
古
賀
鳩
農
家
一

O
O戸
中
、
四
四
戸
が
負
債
を
持
っ
て
居
り
、
黒
山
富
村
、
馬
連
需
村
及
び

東
村
で
は
、
調
賓
綿
農
家
六
四
戸
中
、
二
三
戸
が
同
様
の
欣
態
に
あ
り
、
そ
の
一
戸
常
り
平
均
負
債
額
は
、
前
者
に
あ
っ
て
は
一
二
十

一
一
克
、
後
者
に
あ
っ
て
は
六
十
八
元
正
一
た
つ
で
ゐ
る
(
民
幽
十
王
年
度
予

t
た
河
北
省
定
鯨
の
農
村
併
貸
別
査
で
は
、
調
主
軍
縮
農
家
五

二
六
戸
中
、
そ
の
五
八
%
に
常
る

=-O五
戸
前
負
債
を
有
し
て
居
り
、
平
均
一
戸
常
り
負
債
額
は
百
六
十
元
と
た
っ
て
ゐ
る
(
民
凶
二

十
年
度
〉
0

・h
h
る
調
賓
査
料
よ
り
見
る
も
、
支
那
の
農
家
の
五
割
内
外
が
負
債
を
背
負
っ
て
ゐ
る
。

支
郊
の
農
家
で
は
経
替
と
家
計
止
が
尚
ほ
密
接
に
結
合
し
て
ゐ
る
か
ら
、
農
家
の
負
債
に
就
い
て
も
、
農
業
を
金
融
す
る
た
め
の

借
金
と
、
家
討
を
遺
繰
す
る
矯
め
の
借
金
と
の
聞
に
、
明
確
友
る
医
分
が
立
て
ら
れ
て
ゐ
た
い
。
印
ち
債
槽
者
。
頭
に
も
債
務
者
の

一
刻
に
も
、
生
産
目
的
の
た
め
の
資
金
、
帥
ち
利
子
を
文
排
ふ
に
足
る
牧
錠
を
あ
げ
得
る
資
金
の
貸
借
と
‘
家
庭
用
の
資
金
、
印
ち
特

別
な
不
辛
の
苧
り
た
い
場
合
忙
は
、
収
入
の
中
か
ら
常
然
、
返
済
さ
る
べ
き
資
金
の
貸
借
と
の
問
に
同
別
が
つ
い
て
ゐ
泣
い
甘
か
h
る

欣
態
に
於
て
は
、

ω農
家
の
負
債
は
婚
葬
及
び
日
常
生
活
に
著
し
〈
偏
す
る
己
と
L
た
り
、
防
ま
た
共
の
利
子
は
法
外
に
高
か
ち
ぎ

る
を
得
た
い
。

第
一
の
賄
忙
闘
し
て
は
、
河
北
特
定
腕
の
農
村
情
貸
調
脊
一
に
よ
れ
ば
、
農
家
負
債
翻
の
主
要
用
注
別
百
分
比
は
、
民
岡
二
十
年
で

は
攻
の
如
〈
在
つ
で
ゐ
る
。
郎
ち
沓
債
償
還
五
五
・
二
%
、
終
曲
目
且
同
業
骨
、
本
一
」
一
一
・
九
%
、
粧
替
商
業
資
本
八
・
二
%
、
日
常
生
活

消
費
四
・
九
%
、
婚
葬
費
肘
六
・
六
%
、
不
良
晴
好
費
用

0
・
五
%
、
同
外
謀
生
路
費
0
・
一
%
、
共
の
他
二
・
六
%
と
た
っ
て
ゐ

天野元之助氏、中支農業金融に就いて(滞鑓調査月報、昭和十四年八月競)八
五頁。 2) 李景演、北平安Eタト之榔村証庭(民同十七年〉三木頁、一一三頁。
辛;最模、定豚農村借貸調査(中園農村、第一巻、曹プミ期、民困二十四年三月〉
五七頁、五八頁。
トーネイ著、浦松佐美太郎、牛場文彦両氏謂、支那四農業主工業.プマ四頁。

3) 

4) 



る
o

ま
た
同
様
に
漸
江
省
卒
湖
燃
の
三
O
、
八
七
六
債
戸
の
調
査
に
あ
り
で
は
、
民
閥
二
十
四
年
で
は
、

k
地
取
得
及
び
改
良
二
・

五
%
、
終
替
資
本
五
・
=
一
%
、
遠
宮
償
一
一
・
丸
%
、
納
拍
税

0
・
=
一
%
、
撤
回
租
一
了
、
O
%
、
教
育
費
0
・
一
%
、
婚
葬
及
び
共
の

他
八
六
・
丸
%
と
な
っ
て
ゐ
る
。
斯
〈
の
如
〈
農
家
負
債
の
最
も
犬
な
る
原
凶
は
、
生
活
、
婿
葬
及
び
奮
債
の
償
建
に
起
因
す
る
も

の
で
、
生
産
資
金
の
融
通
に
上
る
も
の
は
案
外
少
な
い
。
か
h
A

る
負
債
は
、
モ
の
商
利
々
息
と
相
侠
っ
て
、
愈
々
農
家
負
債
の
累
街

を
来
し
、
そ
の
波
落
を
促
す
己
と
6
h

た
る
。

第
二
に
農
家
負
債
の
利
子
も
法
外
に
高
い
。
農
家
が
幾
何
の
利
子
を
支
梯
ふ
か
は
、
農
家
の
資
金
必
要
の
程
度
、
蛇
に
貸
手
が

E

れ
程
つ
け
込
む
能
力
を
有
し
て
ゐ
る
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
さ
へ
云
は
れ
て
庶
り
、
従
つ
で
賓
際
に
は
市
場
利
子
な
る
も
の
が
存
在

し
て
ゐ
左
い
。
河
北
省
定
腕
の
農
村
借
貸
調
古
賀
比
上
れ
ば
、
民
岡
二
十
年
で
は
、
月
利
一
分
五
厘
乃
至
二
分
の
も
の
が
金
負
債
額
の

五
五
%
を
占
め
、
二
分
乃
至
二
分
在
厘
の
も
の
が
=
二
二
%
を
占
め
て
ゐ
る
。
上
地
委
員
舎
の
「
杢
園
土
地
調
葺
報
骨
綱
要
L

に
上
れ

中
文
六
省
の
負
債
農
戸
線
数
四
六
六
、

は
、
年
利
二
制
乃
至
四
割
の
聞
に
あ
る
。
ま
た
叫
蘇
省
銅
山
販
の
八
里
屯
村
で
は
、
農
家
の
負
債
利
子
は
月
利
四
分
を
普
通
と
す

ぽ
、
氏
周
二
十
四
年
で
は
、

一
七
六
戸
の
繍
負
債
額
の
八

0
・
一
一
%
に
営
る
負
債
の
利
子

る
。
即
ち
岡
村
の
負
佑
農
家
一

一
一
一
戸
中
、
四
分
利
の
借
金
を
有
す
る
も
の
は
七
八
戸
に
し
て
最
も
多
〈
、
五
分
利
の
も
の
が
一

戸
、
二
一
分
利
の
も
の
が
二
一
一
戸
、
三
分
利
の
も
の
が
三
戸
と
た
っ
て
居
り
、
然
か
も
併
金
の
利
率
は
貧
困
の
程
度
と

E
比
例
し
、
貧

農
の
借
金
ほ

E
利
息
が
高
い

J
V

従
っ
て
二
割
五
分
の
利
子
し
か
取
ち
-
泣
い
も
の
は
、
情
け
深
い
引
金
貸
し
で
あ
り
、
か
t
h

る
村
は
仕
合

は
せ
で
あ
る
と
さ
へ
言
は
れ
て
ゐ
る
。

支
邪
農
村
に
於
て
は
、
近
代
的
金
融
機
閥
た
る
銀
行
や
合
作
祉
の
貸
付
は
ま
だ
/
¥
微
々
た
る
も
の
で
、
所
謂
「
三
位
一
一
穂
」
を
泣

支
那
町
農
家
負
荷
ξ
農
地
の
抵
押

第
五
十
一
巻

七

第

韓

事景模、前喝、定麻農村借貸調査、七三頁。
中央政情串校地政畢院興平湖牒政府綱、平湖之土地恒椅f民園二十六年)一八
八頁。 7) 李景演、前掲、定勝農村借貨調査、六回頁。
天野兎之副氏、出J掲論文、九七頁。
江蘇省主徐州民車教育館、八旦屯農村画商調査報告、教育新路、第十二期、
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支
那
町
農
家
負
債
と
農
地
の
哲
押

第
五
十
一
番

F、

第

強

す
地
主
・
富
農
・
商
人
が
依
然
と
し
て
一
般
農
家
に
封
寸
る
債
主
と
在
っ
て
ゐ
る
。
彼
等
が
農
家
に
賦
興
す
る
信
用
方
法
に
は
、
針

四

人
信
用
、
保
誇
信
用
及
び
抵
抑
信
用
の
別
が
あ
り
、
抵
押
信
用
は
更
に
田
地
抵
押
、
房
屋
及
び
共
の
他
の
不
動
産
抵
押
及
び
動
産
抵

押
に
分
類
さ
れ
る

0

・
友
忙
支
那
各
地
に
於
け
る
農
家
の
受
信
方
法
を
表
示
し
よ
う
。

省

名

牒

前
北
省
一
定

断
江
省
一
一
平
湖
膝

江
蘇
‘
抑
制
一

臨
時
川
町
長
王
白

北
・
湖
南
一
自

白
六
省
一

号
耳
雪
1
一
昔
桔
牒

居
F
型
-
外
四
日
帥

務

表

支
那
各
地
に
於
け
る
農
家
の
受
信
方
法

名

寸計二2)li|受

信

古

房
宅
・
予
ー

屋
l

四
匹
聖
書1% 九・交

ロ・
E
A〕

法

合

--E一

調

査

年

度

豚

民

国

二

十

年

量王
五五一主

柔

岡
地
輯
押

z 
・%

毛

ロー
. '1t 

A 

予苧m
g g  

ロ日〕・ロロ

ロ{〕・

2
〕

剖
ち
農
家
が
資
金
を
借
入
れ
る
際
に
農
地
主
抵
押
に
附
す
る
場
合
が
事
〈
、
農
家
の
綿
負
債
額
中
、
農
蝋
抵
押
負
債
の
占
め
る
割

民
困
二
十
四
年

吾
、
人
七
六

四
六
六

J
百七

品
・

z
c

E
A
・』苫

合
は
、
河
北
省
定
燃
で
は
三
一
%
、
漸
江
省
卒
湖
燃
で
は
一
九
%
、
中
支
の
六
省
で
は
三
八
%
と
在
っ
て
ゐ
る
、
荒
L
農
地
以
外
に

民
岡
二
十
四

4

民
園
二
十
一
一
一
年

捨
保
に
似
す
ペ
普
不
動
車
問
及
び
動
産
の
少
一
た
い
農
村
に
あ
り
で
は
.
債
格
者
の
最
も
喜
ぶ
祇
営
物
は
農
地
た
る
か
ら
で
あ
る
ロ
以

F
.

支
那
に
於
け
る
農
地
の
抵
押
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

民園二千)年十二月(輝和法、中園農村組情費料、練絹)八頁。
幸骨演、前掲、定麻農村借貸調査、六八頁。
前t晶、平湖之土地盤情、一九O頁。
長岡土地調査報告輔要(天野元之助氏、前掲論文、九四頁〉
行政院農村復興委員骨、庚酉省農村調査(属国二十三年)二回二頁。
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農
地
の
抵
抑
と
そ
の
契
約
方
式

か
ぐ
の
如

4
農
家
が
併
金
を
泣
す
に
際
し
て
農
地
を
拭
皆
同
と
た
す
も
の
t
h

多
い
所
以
は
、
農
地
が
最
も
安
全
な
る
捨
保
物
た
る
か

ち
で
あ
る
が
、
山
併
し
資
金
を
必
要
と
す

Z
農
家
に
と
り
で
は
、

一
日
一
そ
の
農
地
を
絶
寅
ル
一
段
す
と
雪
は
、
帥
附
来
と
る
べ
き
方
法
が

最
Uγ

絶
無
と
な
る
が
、
併
し
之
を
挺
押
と
在
す
と
雪
は
、
仮
令
一
同
に
二
抑
或
は
コ
一
押
を
設
定
L
、
年
々
納
む
ペ
き
利
息
は
甚
だ
し

〈
重
〈
た
る
と
離
も
、
尚
ほ
償
還
の
希
守
一
も
幾
分
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
防
ま
た
債
主
の
側
忙
於
で
も
比
較
的
高
慣
に
農
地
を
購
入
ず

己
上
り
も
、
農
地
に
拭
押
又
は
典
夫
を
設
定
し
て
資
金
主
貸
興
ず
る
方
が
、
高
利
を
牧
め
得
る
か
ら
で
あ
る
d

帥
ち
支
那
農
村
に
於

け
る
高
利
貸
た
る
地
主
・
宮
農
・
域
鎖
商
人
及
び
返
伍
軍
官
等
は
、
農
地
の
抵
押
に
上
っ
て
農
民
に
貸
鈍
す
る
の
が
購
問
に
比
し

。

て
、
上
り
良
f
算
盤
に
合
ム
乙
と
を
芳
分
に
心
得
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
農
地
の
抵
抑
に
あ
っ
て
は
、
債
務
者
た
る
農
民
が
同
己
の
所
有
農
訓
を
捻
保
と
し
て
、
債
槽
者
た
Z
金
融
業
者
よ
り
金
銭
の

融
通
を
受
け
る
も
の
で
、
己
の
際
、
鎗
保
物
た
る
農
地
の
占
右
は
之
者
債
格
者
に
移
ナ
も
の
で
は
泣
い
。
印
ち
農
地
祇
押
借
款
の
成

立
後
と
殴
も
、
抵
抑
農
地
は
依
然
と
し
て
債
務
者
た
る
農
民
に
よ
っ
宅
一
耕
種
、
品
官
現
さ
れ
る
も
の
に
し
て
、
債
槽
者
は
債
務
耕
椅
に

幸
一
呂
ま
で
期
日
に
利
息
を
牧
得
す
る
の
外
、
祇
押
団
地
陀
剥
し
て
暫
時
既
磁
の
義
務
を
負
引
い
、
悲
し
債
務
者
が
該
誌
押
岡
地
を
他
に

典
賀
す
る
か
、
若
ぐ
は
該
岡
地
を
以
て
第
三
者
上
り
更
に
抵
押
負
債
を
起
す
揚
合
に
は
、
債
構
者
は
随
時
と
れ
に
封
し
干
渉
を
た
す

椿
利
を
有
す
る
に
過
ぎ
泣
い
。
併
し
若
し
債
務
者
同
解
消
期
日
比
五
品
色
契
約
上
規
定
の
排
桝
義
務
を
履
行
し
得
泣
い
か
、
若
〈
は

之
を
欲
し
友
い
場
合
に
は
、
起
例
、
債
樺
者
は
諸
問
地
を
波
牧
し
て
之
を
直
接
管
班

f
る
か
、
ま
た
は
祇
抑
同
地
の
礎
資
を
請
求
し

支
那
白
農
家
負
債

ε農
地
的
抵
押

第
五
十
一
巻

:Iu 

官事

腕

五

典契については、拙稿、支那に於ける農地の典に就いて(植済論襲、俸玉。
巻、静六観)曇J!l!。
農村復興委員舎、廃西省農村調査、一三四頁。
願艦、崩潰週間中立問北農村〔巾園紐梼、傍一巻、第四五期合刊、民図ご十二
年八月)凡頁。

'4) 

'5) 
.6) 



支
那
内
提
車
負
債
と
農
地
同
軒
押

第
五
十
一
審

μ1 
O 

第

競

て
祇
首
債
構
の
排
怖
を
受
〈
る
模
利
を
布
し
で
ゐ
る
H

支
那
民
法
第
八
六

O
僚
は
抵
押
構
に
闘
し
、
「
抵
押
様
と
糾
す
ろ
は
伯
務
者

又
は
第
三
者
が
占
有
を
移
帥
押
せ
‘
下
し
て
捨
保
忙
供
し
た
る
不
動
産
に
針
し
共
の
寅
得
金
に
つ
き
て
排
持
主
受
く
る
こ
と
を
得
る
棟
利

を
い
ふ
」
と
譲
っ
て
ゐ
る
。

農
地
を
以
て
抵
押
借
款
を
た
ず
に
は
、
債
務
者
た
る
農
家
は
、
中
入
、
ま
た
時
と
し
て
は
代
華
人
を
依
頼
し
て
、
抵
押
借
款
契
約

読
書
を
作
成
し
て
、
債
樺
者
に
交
付
す
る
。
と
の
際
、
同
持
者
は
契
約
中
に
自
己
の
土
地
若
干
畝
を
捨
保
と
し
て
指
定
す
る
か
、
叉

は
同
車
(
紅
契
・
地
理
)
を
債
権
者
に
提
供
し
て
権
保
と
す
る
。
附
し
て
己
の
契
約
読
書
に
は
、
通
例
、

ω祇
押
借
款
の
金
額
、

ω利

率
、
利
息
の
算
定
方
法
及
び
そ
の
支
排
期
、

ω一
五
本
の
償
還
期
、

ω批
押
農
地
の
岡
積
、
そ
の
坐
薄
四
至
、
削
期
に
到
っ
て
債
務
者

が
一
正
利
を
償
還
せ
ざ
る
場
合
に
、
債
樺
者
が
祇
押
農
地
に
闘
し
て
執
る
べ
き
庭
介
方
法
等
が
記
哉
さ
れ
向
。
亡
の
農
地
流
押
併
款
の

契
約
方
式
と
し
て
は
、

ω抵
押
契
約
を
立
て
る
も
の
、

ω単
に
品
川
契
を
立
て
る
に
過
ぎ
泣
い
も
の
、

ω借
契
を
立
て
る
外
忙
寅
契
を

附
す
る
も
の
、
同
直
接
資
契
を
別
ゐ
て
抵
契
と
し
、
契
米
に
抵
併
の
事
情
を
註
明
す
る
も
の
等
が
あ
る
。
友
に
支
那
各
地
に
於
け
る

抵
抑
併
款
契
約
読
書
を
一
不
す
こ
と
L
す
る
。

)
 

1
 

(
 

河
北
省
定
麻
に
於
け
る
抵
同
契
約
(
借
帖
)

O 立

華中
名下 契質

使 人
民

大洋O C O 口
岡O 

五ド 元凶

O 1j 角O 乏用

O O 耳~
日 タJト自

正 己

毎言明月 地虚皐O 

分O 段

行麓息期O 融東童O O 

至O 回O 

年至
00  

O月商O 

日至
中借本 C

款 5蹄設恐f1J 北O 

人人至O 
口 O

無慰豆p~ 
立7.士

o 0 契質 溜明

錦読 人中

o 0 。
O 
O 
詑

o 0 
合出

押押 質

於O 

O 
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(1) 

右
の
契
約
書
を
邦
課
し
て
左
に
一
軍
す
。

中借

人人

o 0 

o 0 

o 0 

質
契
約
ヲ
立
テ
ル
人

0
0
0
ハ
金
鍾
ノ
入
用
-
一
悶
"
、

O
島
一
一
ア
ル
自
己
ノ
畑
地
一
筆

O
畝
、
東

A
G
O
-ニ
主
り
、
西
ハ

O
C
一
一
至
ヲ
、
甫
ハ

0
0
ェ
豆
リ
、
北

hoo--
豆
ル
、
四
方
ノ
境
界
九
分
明
-
ア
ア
ル
。
中
入

0
0
0
ヲ
調
子
ナ
交
捗
シ
、
名
義
人

0
0
0
=
之
ヲ
パ
同
質
シ
、
大

洋

O
元

O
角

O
分
也
ヲ
借
用
ス
。
毎
月

O
分

O
競
ノ
利
息
ヲ
克
椀
フ
コ
ト
ヲ
言
明
ス
。
期
日
夕
ル

O
年
O
月
O
日
一
一
軍
リ
元
利
ヲ
償
泣
ス
。
口

約
ヂ
ハ
讃
掠
ナ
キ
ヲ
恐
レ
ル
ガ
故
ュ
、
質
契
ヲ
立
一
ァ
、
誰
ト
ス

と
の
河
北
申
判
定
臓
に
於
け
る
抵
凶
契
約
は
、
同
時
H
嗣
へ
た
る
名
制
怖
を
用
ゐ
で
居
可
申
割
、

ω利
息
は
月
々
文
排
ふ
己
と
i
h

た
っ
て
ゐ
る

中
華
民
闘

O
年

O
月
O
日

用

押押

か
ら
、
償
還
時
に
は
、
元
本
と
最
後
の
一
ヶ
月
の
利
息
と
を
支
出
抑
ふ
べ
き
も
の
正
す
る
黙
に
特
徴
が
あ
る
。
か
ミ
る
利
捌
方
法
は
定

燃
で
は
寧
ろ
と
今
、
、
子
、
は
償
還
時
に
元
本
と
全
部
の
利
息
と
を
同
時
に
支
沸
ム
慣
行
の
方
が
多
川
。

山
東
省
高
密
麻
に
於
け

Z
押
悶
契

(2) 

立
借
宇

0
0
0今
借
到

0
0
0費
調
現
大
拝
一
千

O
六
十
一
五
言
明
使
至
凹
月
三
十
日
岱
期
如
敷
遅
滞
如
過
期
不
付
周
一
分
六
度
五
按
日
加
島
仰
有
抱
欠
事
情
由
中
保
人

完
全
担
負
債
還
責
任
恐
後
無
端
部
立
此
宇
活
設

男
附
抵
押
契
一
紙

民
困
二
十
二
年
一
月
十
コ
一
日

支
那
の
農
家
負
債
と
農
地
内
祇
押

見 保保0
0
0
命
長
子
代
位

第
五
十
一
巻

人人人

000  

000  

1m 

事事

鵠

000  

押押 押寸コ

中闘農村

、
怯和耳年一一闘民耽凶第巷六第

頁
刊
頁

八
月
戸

一一一半以

七
両
日
灯

、
工
編

書
、
緩

同
局
、

、
易
料

漢
貿
費

量
際
済

事
国
組

20) 

2') 



支
那
の
農
家
負
債
と
農
地
の
抵
押

l(劫

S生

落

地

畝

梅
花
路
東
西
地
一
段
六
畝
六
分

老
轄
南
北
地
一
段
四
畝
四
分

差
路
口
南
北
地
一
段
五
畝
四
分

車
朝
地
南
北
地
一
段
三
畝
五
分

右
目
契
約
書
を
邦
開
し
で
左
に
示
す
。

北南北南北南西東

車至至宝

飾丁李劉車劉越藍

第
五
十
一
巻

凹

西東西東西東北南

軍車車車

博彊杜社管丁玉担i

解

説

JI. 

借
用
契
約
ヲ
立
テ
ル

O
O
Q丹
、
今
般

0
0
0
商
底
ヨ
リ
現
金
戸
大
伴
一
千
六
十
元
ヲ
情
用

ν
、
四
月
三
十
日
=
至
ル
迄
併
用
シ
、
之
ヲ
期
日

ト
属
シ
、
数
ヲ
ソ
ロ
へ
テ
返
済
ス
ル
コ
ト
ヲ
吉
明
ス
。
若
シ
期
日
ヲ
過
ギ
テ
償
却
シ
キ
ア
ク
レ
バ
、
一
割
六
分
宜
庇
(
ノ
年
利
)
一
-
問
シ
テ
、
日
毎

一
-
利
息
ヲ
加
へ
ル
。
若
シ
滞
納
品
市
ノ
事
情
ガ
ア
レ
バ
、
中
人
及
ピ
保
護
人
ュ
由
ツ
テ
償
越
ノ
責
任
ヲ
完
全
三
負
祷
ス
ル
。
後
日
諦
掠
ナ
キ
ヲ
恐

レ
ル
ガ
故
=
、
コ
ノ
契
約
ヲ
立
テ
、
霞
ト
錦
ス

別
一
二
世
首
契
約
一
枚
ヲ
脇
町
ル

民
園
二
十
三
年
一
月
十
三
日

地

畝

ノ

佼

置

梅
花
路
ノ
東
岡
地
一
軍
六
猷
六
分

中保保

置誼

人人人

000  

0
0
0
ガ
長
子
=
命
ジ
代
理
セ
シ
ム

東
』
張
、
岡
山
越
、
南
川
劉
、
北
川
正
ノ
所
有
地
二
至
ル

000  

000  

押押押



老
第
ノ
南
北
地
一
筆
回
融
凹
分

差
路
口
ノ
南
北
地
一
筆
五
畝
四
分

草
制
地
ノ
南
北
地
一
筆
三
畝
茸
分

甫
ハ
劉
、
北
ハ
車
、
東
ハ
丁
、
西
《
管
ノ
所
有
地
-
二
塁
ル

甫
ハ
劉
、
北
ハ
事
、
東
ハ
粧
、
西
ハ
杜
ノ
所
有
地
=
至
ル

南
ハ
丁
、
北
ハ
郷
、
東
ハ
眠
、
商
ρ
溝
ノ
所
有
地
-
一
至
ル

己
の
山
東
省
高
官
刊
牒
に
於
貯
る
押
田
契
は
、

ω借
用
契
約
の
方
式
を
採
り
、
別
に
抵
押
契
一
枚
を
添
加
せ
る
貼
、

ω借
用
契
約
の

(3) 

方
式
を
採
っ
て
ゐ
る
た
め
、
滞
納
の
際
に
は
中
人
及
び
保
諮
人
が
償
還
の
責
を
負
ふ
貼
に
、
そ
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

断
紅
省
東
脇
町
酬
に
於
町
る
抵
回
契
叫

立
抵
同
署
某
某
某
今
因
要
鋳
正
用
情
願
先
山
甲
府
自
己
租
遣
水
同
一
則
計
若
干
畝
若
干
分
晶
一
落
某
宇
坪
田
陣
中
間
抵
興
某
某
名
下
錨
祇
時
依
柾
洋
若
一

干
元

E
常
時
一
俳
交
且
言
定
毎
月
毎
元
若
干
分
若
干
既
接
月
起
息
不
唯
抱
欠
分
文
言
定
於
某
年
某
月
岡
賠
如
到
期
不
髄
任
慰
受
抵
人
霊
聞
過
一

糧

週

戸

川

車

内

永

不

口

悔

恐

後

無

砥

立

此

据

同

契

錦

擦

。

。

押

一

C

C

押

一

立
抵
回
契
人

中

入

00  

概
同
契
約
ヲ
立
テ
ル
某
某
某
ハ
今
金
銭
ヲ
必
要
ト
ス
ル
=
凶
リ
、
中
人
ヲ
調
子
テ
切
願
シ
テ
、
自
己
ノ
祖
先
ノ
遺
セ
ル
ホ
同
一
筆
、
計
若
干
畝

若
干
分
、
ツ
ノ
や
置
ハ
某
宇
珂
=
ア
ル
、
中
人
-
一
胃
ツ
テ
名
義
人
某
某
=
之
ヲ
バ
閏
抵
シ
テ
抵
常
ト
ス
ル
。
常
時
ノ
値
一
一
ヨ
ル
据
常
慣
格
大
津

若
干
元
也
ヲ
本
日
令
部
梯
ヒ
渡
ur

、
(
ソ
ノ
利
息
こ
毎
月
毎
元
三
ヴ
キ
若
干
分
若
干
毘
ト
官
定
シ
、
月
々
朝
息
ヲ
起
算
シ
、
一
銭
タ
リ
ト
モ
帯

納
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ
。
来
年
某
月
=
同
麟
ス
ル
(
揖
常
柑
ヲ
受
問
ス
)
コ

t
ヲ
詰
定
シ
、
若
シ
期
限
一
一
到
ツ
テ
同
賦
セ
ザ
レ
パ
、
持
常
問
地
ノ
積
ヲ

納
メ
テ
、
名
義
ノ
書
換
ヲ
ナ
ス
方
、
問
賢
ス
ル
ヵ
、
耕
積
ス
ル
カ
円
、
受
抵
人
ノ
自
由
一
一
マ
カ
セ
、
永
ク
悔
ユ
ル
所
ガ
ナ
イ
。
後
日
程
擁
ナ
キ

ヲ
恐
レ
ル
ガ
故
ニ
、
コ
ノ
抵
問
契
約
ヲ
立
テ
、
霞
ト
ス
ル

年

抵
岡
契
約
ヲ
立
テ
ル
人

月

日

支
部
の
農
家
負
債
と
農
地
の
抵
押

第
五
ナ
一
巻

O 

O 

O 

押

四

樺

韓

九

農村復興委員合、断江省農村調査、七九頁。2Z) 



支
那
の
農
家
負
債
主
農
地
白
抵
押

第
五
十
一
巻

国

四

静

観

O 

中

人

O 

O 

O 

と
の
漸
江
省
東
陽
臓
に
於
け
る
抵
田
契
約
は
、

ω純
粋
の
抵
同
契
約
の
方
式
を
採
っ
て
ゐ
る
勲
、

ω期
日
忙
択
営
負
債
の
償
還
が

註
さ
れ
な
け
れ
ば
、
祇
首
植
者
は
抵
常
物
件
た
る
岡
地
の
所
有
権
を
取
得
す
る
か
、
訪
問
地
を
貰
却
し
て
買
上
金
に
上
っ
て
燐
怖
を

受
け
る
か
、
若
〈
は
該
岡
地
を
取
得
し
て
之
を
耕
種
ず
る
か
、
何
れ
を
選
ぶ
も
自
由
と
す
る
や
う
、
債
務
不
履
行
の
場
合
忙
於
け
る

依
樺
者
の
底
分
方
法
を
明
白
に
規
定
し
て
ゐ
る
射
に
、
そ
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

断
江
省
断
西
白
抵
同
契
九
(
活
割
ん
を
用
ふ
)

(4) 

立
頁
契

x
x
x
今
回
齢
用
情
願
央
中
軸
骨
髄
遺
某
宇
掛
ホ
同
若
干
畝
若
干
分
若
干
底
若
干
肇
正
品
格
某
島
東
軍
某
慮
南
至
某
盛
岡
至
某
島
北
至
某

虚
凹
至
分
明
議
行
由
貿
輿
某
慮
=
一
面
議
定
常
得
時
値
慣
洋
若
干
元
自
賀
之
後
某
年
同
腹
本
利
交
情
仰
有
描
火
任
従
買
主
上
同
過
戸
入
蹄
排
組
此

係
正
項
交
易
不
臨
長
幼
並
無
重
品
世
帯
情
仰
有
官
稲
寅
主
自
理
平
静
買
主
之
事
官
週
末
弔
加
債
永
無
鼻
音
ニ
謹
情
願
各
無
翻
悔
恐
後
無
慰
立
此
貰

契
存
服

其
洋
常
日
一
併
肱
足
票
不
司
書

其
娘
在
某
都
某
某
戸
下
開
除

計
附
借
某
一
紙

年

褒

番 人 契

代中立

日

X 

月

〉て

X 

〉て

X 

x 

x 

X 

X 

(4) 

右
の
契
約
書
を
邦
認
し
て
左
に
示
す
。

買
契
ヲ
立
テ
ル

X
×
X
A
金
銭
ヲ
献
ク
一
一
悶

p
、
中
人
ヲ
誼
ジ
テ
切
願
シ
、
租
先
ノ
遮
セ
ル
某
宇
批
ノ
ホ
回
、
若
干
畝
若
干
分
若
干
厘
若
干
奇

押押押押

韓徳章、断西農村之借貸制度、枇曾科瞳雑誌第三巻第二期、民国ご十一年六
月(碍不:11法、中国農村経済資料、五五一頁}。

23) 



也
、
ッ
ノ
世
世
ρ

某
蕗
=
ア
リ
、
東
山
菜
鹿
=
至
リ
、
甫
山
菜
鬼
一
こ
主

9
、
西
ハ
某
虚
一
一
至

9
、
北
ハ
某
島
一
一
至
ル
、
四
方
ノ
境
界
ガ
分
明
ヂ

ア
ル
、
之
プ
パ
悉
ク
某
島
一
一
出
頁
ス
。
マ
ザ
一
一
常
時
ノ
値
二
ヨ
ル
倒
格
大
洋
若
干
元
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
ヲ
一
一
一
人
ガ
議
定
λ

ル
。
貰
却
シ
テ
ヨ
ヲ

後
、
菜
年
=
買
戻
シ
、
元
利
ヲ
完
同
ス
ル
。
若
シ
滞
納
ガ
ア
レ
パ
、
問
地
ヲ
取
得
レ
、
ソ
ノ
名
義
ヲ
書
換
つ
蓋
帳
ご
記
入
レ
、
ソ
ノ
積
ヲ
納

メ
ル
コ

t
ハ
買
主
ノ
向
由
=
マ
カ
セ
ル
、
之
ハ
正
制
ノ
取
引
ユ
挿
ヲ
、
長
幼
ヲ
繭
巴

m
r
、
決
シ
テ
重
複
貰
買
等
ノ
事
情
ガ
ナ
イ
。
若
シ
異
議
ガ

ア
レ
バ
、
買
主
ガ
自
ラ
虚
理
シ
、
買
主
二
連
帯
ヲ
及
ポ
サ
ナ
イ
ロ
永
ク
蓮
加
金
ヲ
願
ハ
ナ
イ
ヨ
ト
ヲ
拘
束
uv
、
ま
ク
異
存
ガ
無
イ
。
狸
方
M
M

切

願
シ
、
各
々
悔
品
ル
所
ガ
ナ
イ
。
後
日
諸
機
4
7

キ
ヲ
恐
レ
ル
ガ
故
品
、
コ
ノ
貰
契
ヲ
立
テ
、
誰
ト
ス

其
ノ
大
拝
本
日
全
部
受
取
情
、
別
一
一
債
取
書
ヲ
書
カ
ナ
イ

其
ノ
納
柏
戸
某
都
ノ
某
某
戸
ヂ
主
椀
フ

借
用
談
脊
ヲ
一
枚
酪
加
ス

年

月

日

買
契
ヲ
立
テ
ル

巾

人

代

書

× 

× 

× 

× 

× x x 

押押押

と
の
漸
江
省
漸
阿
の
祇
同
契
約
は
、
川
w買
契
(
買
戻
付
の
括
責
契
)
を
用
ゐ
て
、
併
刷
読
書
を
附
加
せ
る
勲
、

ω排
済
期
日
に
至
る
も

x 

X 

償
還
せ
や
、
元
利
を
滞
納
す
る
と
き
は
、
買
l
I
K
拭
問
の
所
有
権
が
移
る
結
花
、
そ
の
特
徴
が
認
め
ち
れ
る
。

か
〈
の
如
〈
支
那
農
村
に
於
け
る
抵
問
契
約
の
方
式
は
、
純
粋
の
祇
同
契
約
の
方
式
に
土
る
外
に
、
種
々
た
る
方
式
に
よ
る
も
の

が
あ
る
が
、
韓
徳
辛
は
斯
江
省
斯
同
農
村
の
抵
間
契
約
方
式
を
允
の
丸
穏
に
分
鎖
し
て
ゐ
る
か
ら
、
参
考
の
た
め
之
を
左
に
示
寸
と

と
h

し
よ
う
。

支
那
の
農
家
負
債
と
農
地
の
祇
押

第
王
十
一
巻

四
五

事

就

韓徳輩、前掲論文、在四九頁。'4) 



支
那
O
農
家
負
慢
と
農
地
の
抵
押

(4) (3) (2) (1) 

を献な喪る契賓とに借
な契ナ契も毘紹ナ喪用
ナ(も(白に契る契諮
も質の活祇をも(書
同契

のき Z 書13DZ霊
を用事てをC
用ゐ情主茸附を
ゐてを契し立
て 主苦 言主と てて
抵契明L 持、
契をす、契別

月

a 、
支元明
抑利日
ぷ、をに
も同至
由時つ

にて
← 

干正
岡

A 

も『或摺れつ白定
白では貰ぽて、期

慮中と、同期同
理人す改眼目顧
すに Qめせにの
るよかでき，':1'11も-b 

す判
る息
もを
白，)、
挽
之介

~ー一ー‘ーーーーー、
(21 (1) 

白抵白借
現曹
を を
用 m
J;l J~ 
てて
挺抵
押契
を を
なな
すす
もも

B
、
岡
願
期
日
の
不
定
な
る
も
。

一(S) (2) (1) 
品若債の若郎著
てし還捷しちし
絶利す問調j絶利
賀且る物息賀息
とをもををとを
す完白以完す三
る掛 て昨 5噌j
もせ 抵せも滞
白ぎ 常ざ白納

れ負札す
げ債ぽh.
改を田ぽ

第
五
十
一
巻

月ニ月月月二 H月
利
又

は
年
利

年

利
ニ
o
v
p

和l
事

利
神
期

四
六

策

強契票契契契

契
頭
の
名
租

借
一
鼎
及
び
買

契
(
活
契
)

己
目
穐
抵
田
方
怯
白

常
地
に
於
け
る
調
稽

典

回

典

同

不j

同

賦

時

主主社

縄

巳寅

ミE契

夜
契
(
前
提
)

誠借抵

回

典

回

タ却I

同

賠

時

t君

借

宮司

田

ラ利

阿

臨

時

典

同

抵

国

同

願

時

ホl

毎
年
ニ
同

毎

月
又
は
年
末

買
契
(
活
契
)

抵

fQ 

手リタ~5fll

毎
年
二
同

典

田

毎

月

又
は
年
末

年
末
(
?
)

典

回

典

田

い
か
ら
、
己
の
結
に
特
陀
注
意
す
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
。

か
〈
支
那
の
祇
田
契
約
は
、
純
粋
の
抵
岡
契
に
よ
る
外
に
、
借
票
、
活
費
契
、
絶
賛
契
、
割
削
契
等
の
方
式
に
よ
る
も
の
が
少
〈
な

農
地
の
抵
押
に
闘
す
る
諸
事
項

以
下
、
抵
岡
契
に
閲
す
る
事
項
と
し
て
、
中
人
の
周
旋
、
抵
押
の
期
限
、
抵
押
債
格
、
出
抵
の
動
機
と
抵
押
地
の
而
積
、
抵
押
負



債
の
利
息
、
祇
押
阿
の
回
賦
闘
係
、
抵
押
負
債
の
償
還
欣
況
.
抵
押
岡
地
の
出
典
と
絶
貰
欣
況
等
に
闘
し
て
論
漣
す
る
と
と

h
す
る
。

農
家
が
抵
契
を
結
ぶ
に
は
一
般
に
中
人
を
依
頼
し
て
債
権
者
に
劃
し
、
抵
押
物
件
、
利
息
を
の
他
の
傑
件
に

つ
い
て
交
渉
し
て
も
ら
ひ
、
ま
た
契
約
書
を
作
成
ナ
る
た
め
に
代
軍
人
を
依
頼
す
石
と
と
も
あ
る
。
債
務
者
が
元
利
の
支
携
を
滞
納

(
一
)
中
人
の
周
旋

し
た
る
と
舎
は
、
中
人
は
督
促
の
責
に
任
十
る
場
合
も
あ
る
。

川
河
北
省
定
牒
で
は
農
家
計
借
銭
を
欄
ふ
際
に
は
、
材
の
世
話
好
き
で
あ
る
中
人
に
憤
属
し
て
、
貸
錯
を
な
す
宮
戸
に
抵
押
品
、
利
息
及
び
其
白
他

の
傑
件
に
つ
い
て
交
排
し
て
も
ら
'
乍
仰
向
南
骨
で
は
提
押
の
手
績
は
簡
単
で
あ

m
、
借
銭
一
寸

5
2

聞
@
農
民
が
中
人
に
よ
っ
て
債
主
に
交
捗
し
、
借
契
を
立

、

、

、

、

問

て
、
同
車
を
債
主
に
圭
給
す
る
。
臨
穎
一
帯
で
は
勧
丈
員
(
測
量
員
)
に
出
張
を
諦
ふ
。
問
問
江
省
髄
跡
師
酬
で
は
抵
契
主
立
て
る
に
は
中
人
を
位
頼
す
る

が
、
中
人
の
負
ふ
責
任
は
掛
品
て
粗
い
。
附
鹿
西
省
で
も
祇
契
を
立
て
る
に
は
中
人
の
交
世
に
よ
る
が
、
中
人
に
は
普
誼
宇
崎
間
費
を
閏
さ
ず
、
借
主
が

招
宴
す
る
こ
と
を
慣
例
・
と
す
る
。
併
し
、
邑
酌
で
は
借
方
が
借
金
額
の
一
一
掃
、
貸
方
が
困
対
を
手
数
料
在
し
て
中
人
に
お
who

二
一
)
抵
押
の
期
醒

祇
押
負
債
の
期
限
は
比
較
的
短
期
の
も
の
が
多
〈
、

一
年
以
内
の
も
の
、
又
は
二
年
乃
至
三
年
の
も
の
が
多

し、
。

川
河
北
省
定
螺
内
調
査
で
は
、
負
債
農
家
六
八
戸
の
中
、
土
地
を
抵
常
と
す
る
も
の
が
主

O
戸
を
占
晶
、
そ
の
負
債
期
限
は
、
三
年
白
も
の
=
一
戸
、

匹

、

、

一
日
干
の
も
の
一
五
戸
、
十
ヶ
月
の
も
の
ご
七
戸
、
八
ヶ
月
の
も
の
一
二
戸
、
ム
ハ
ヶ
月
の
も
の
四
戸
、
期
限
な
き
も
の
七
戸
主
な
っ
て
ゐ
る
。
間
断
江
省

鋼

、

、

簡
瀞
師
酬
の
各
村
で
は
抵
押
年
限
は
一
定
し
な
い
が
、
骨
廿
誼
=
一
年
及
び
一
年
白
も
の
が
最
も
多
い
。
伶
紅
西
省
報
商
各
賑
で
は
抵
押
期
は
一
年
乃
至
コ
一
年

泊

、

、

正
す
3
5
州
庚
西
省
で
は
祇
押
期
限
は
普
週
三
年
と
し
、
最
長
は
五
年
止
す

ιー。

-m〈
支
那
農
村
に
於
山
り
る
抵
押
負
債
の
期
限
が
比
較
的
短
い
の
は
、
抵
押
負
債
が
土
地
改
良
、
土
地
購
入
、
農
業
同
定
資
本
の
調

遼
等
の
も
孔
め
上
り
も
、
寧
ろ
家
計
の
た
め
に
起
さ
礼
る
も
の
a
h

多
い
と
と
弘
、
貸
主
の
多
ぐ
が
地
主
、
官
農
、
商
人
等
の
如
き
高
利

支
那
の
農
家
負
債
主
農
地
内
挺
押

第
五
十
一
審

~. 
七

第

披

f局、定理系農村借貸調査、七七頁。
貝曾、阿南省農村調査(民閤ニト三年)四九頁。
閏曾、断江省農村調査、二六頁。

委!i!舎、府西省農村調査、一二七頁。
、定融市上脅概況調査、七亘書五頁。 30) 前掲、断江省農村調査、ニ六頁。

25) 
26) 
27) 
28) 
29) 



支
那
の
農
家
負
債
と
農
地
内
按
押

此
伊
豆
十
一
巻

r!o-
A 

第

鋭 i

匹目

貸
を
た
す
個
人
忙
し
て
、
従
っ
て
近
代
的
農
業
銀
行
に
於
け
る
が
如
昔
、
使
利
在
る
年
賦
償
還
方
法
が
採
州
さ
れ
て
ゐ
た
い
と
と

L

に
北
川
〈
も
の
で
あ
る
。

農
地
の
ほ
抑
傾
絡
は
農
地
責
貝
岡
山
絡
の
四
割
内
外
を
占
め
呂
場
合
が
多
い
。

(
三
)
抵
押
債
持

示

、

、

、

川
河
北
省
定
賂
で
は
農
地
白
押
慣
と
貰
傾
と
の
比
は
二
劃
五
と
な
っ
て
ゐ
る
。
師
ち
地
倒
が
百
一
冗
な
れ
ば
、
押
備
は
凹
Q
元
で
あ

r。
倒
河
北
省
柴

辛
勝
で
は
毎
献
の
慣
格
百
一
耳
の
同
地
主
以
て
、
二
O
一
冗
乃
至
凹
O
一
冗
白
摂
押
借
款
を
受
付
得
る
。
問
何
耐
省
許
白
隠
で
は
平
均
地
債
は
凹
六
元
、
普
遇

、

、

封

、

の
押
慣
は
一
八
・
八
元
、
即
ち
地
慣
の
四
O
芦
と
し
、
同
省
輝
麻
で
は
押
倒
は
地
債
の
三
七
男
、
鎮
平
鯨
で
は
回
大
河
と
す
る
(
民
閤
二
十
二
年
)
。
伸
江

初
、
、
、
、
、
、

蘇
省
欄
械
で
は
押
備
は
耕
渇
地
惜
の
凹
O
戸
と
す
る
(
民
凶
二
十
二
年
)
。
向
湖
江
省
髄
酔
牒
で
は
押
備
は
普
誕
地
償
四
四
六
・
ニ
何
K
L
、
同
省
東
陽

牒
で
間
帯
遡
地
倒
の
四
一
二
ハ
芦
'
と
す
"
向
。

か
〈
の
如
〈
農
地
の
祇
押
伺
絡
は
抽
債
の
四

O
V川
内
外
と
在
っ
て
ゐ
る
が
、
曲
、
慨
は
抽
債
の
六

O
W河
内
外
と
な
っ
て
ゐ
る
揚
合
が

をが多
問、い
典併。
すし従
る夏つ
c:. ~C て

と窮農
L 乏民
たしが
る畑、て生
。ι ょ、 品守

り、の

多 lil
く窮
の""
3告 Z
"ζJコ
をて

42 資

Z2 
z 岳
町工

寸
叉噌
t;!:ω 
利際
自 に

すま l土
品w司、

ii うl
1i~. づ
槙所
者1.1
<T) 冨乏

本"如K
4足 を
が抵
激押
し と
〈し
友て
れ資
ぽ金
、を

そ惜
の入
農れ
地る

(
回
)
出
抵
自
動
機
と
抵
押
地
の
面
積

農
家
が
所
有
農
地
を
祇
押
に
出
す
の
は
、

主
と
し
て
生
早
川
の
窮
乏
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

j

て
、
農
地
の
改
良
や
共
の
他
の
生
産
設
備
の
改
善
の
た
め
に
、
抵
押
負
債
を
起
す
と
と
の
少
な
い
と
と
は
、
既
惑
の
一
般
農
家
負
債

組
先
侍
来
の
土
地
は
容
易
に
之
を
寅
却
せ

宇
、
先
づ
第
一
に
高
利
貸
の
門
を
叩
い
て
、
抵
押
に
付
す
る
。
従
っ
て
抵
押
は
土
地
移
動
の
第
一
歩
と
な
る
。
突
に
各
農
村
に
於
て

の
超
悶
よ
り
し
て
推
察
さ
れ
る
。
而
し
て
農
家
が
窮
乏
し
で
資
金
を
必
要
と
す
る
も
、

農
地
の
幾
何
が
抵
抑
に
付
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
、
ま
た
如
何
取
る
農
民
居
が
そ
の
農
地
を
最
も
多
〈
出
抑
し
て
ゐ
る
か
に
倒
し
て
は
充

司法行政部、民商事習慣調査報骨銭(民閥十九年)四二五頁、四二八頁。
前摘、庭園省農村〉査、ーニ七頁ロ 33) 前掲、克服世脅概況調牽、七三六頁。
新民骨中央指導部、河北省梨亭蹄事情(民図二十八年)一二O頁。
前掲、問南省農村調査、五一頁。 36) 前掲、江蘇省農村調帯、四O頁。
前掃、 1抗江省農村調査、二七頁、八三頁。

3') 
32) 

34) 
35) 
37) 



分
な
る
資
料
が
見
営
ち
な
い
。
己
の
黙
に
闘
す
る
侠
西
省
の
若
干
の
資
料
を
主
に
示
さ
う
。

随
一
曲
者
各
地
の
農
地
抵
押
紙

hb
一
九
三
三
年
度
)

第

査

合 再貧中寓地 農

民

計 他豊農農主 層

園、 l!Ii 

主 一空会奪三
t聞

ZEH-コ -ア4・L4F E耳 巳コ E・コ ~~I 有 南

押 開幕

王六九l' 主回一主史 四

| る 主 占 ! 畝 出
f~ 

百比の分喧所弱出
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陳
同
省
の
三
臓
で
は
、
農
地
を
押
出
す
る
も
の
に
は
、
貧
農
が
最
も
多
〈
、
中
農
双
押
印
富
農
が
之
に
亜
い
で
ゐ
る
J

地
主
忙
し
て

共
の
所
有
地
を
押
出
し
て
ゐ
る
も
の
は
友
い
。

支
那
各
地
に
於
け
る
此
の
駈
に
闘
す
る
詳
細
の
情
況
、

蛇
に
債
植
者
と
し
て
の
地

主
、
富
農
及
び
商
人
が
婚
保
と
し
て
と
れ
る
抵
押
岡
町
面
積
に
つ
い
て
も
、
詳
細
た
る
調
交
が
望
ま
し
い
。

(
五
)
抵
押
負
債
の
利
息

抵
押
負
債
の
利
搬
に
は
、
金
銭
を
以
て
す
る
も
の
と
農
産
物
を
以
て
す
る
も
の
と
の
別
が
あ
り
、
ま
た

前
者
に
は
、
月
三
利
息
を
支
梯
ふ
も
の
、
年
末
に
支
跡
ふ
も
の
、
元
本
と
同
時
に
一
時
に
支
梯
ム
阜
の
と
の
別
が
あ
る
。
そ
の
利
率

は
、
月
利
二
分
内
外
の
も
の
が
多
い
が
、
月
利
二
割
と
い
ふ
法
外
の
高
利
も
あ
る
。
更
陀
利
息
を
滞
納
す
れ
ば
、
複
利
計
算
を
以
て

元
金
に
線
入
れ
る
も
の
も
あ
る
。

ま
郊
の
農
家
負
債
主
農
地

P
抵
押

第
五
十
一
審

四
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文
献
柑
回
農
家
負
債
と
農
地
目
、
挺
神

問
河
北
省
定
勝
で
は
利
息
を
金
銭
で
支
排
ふ
も
白
は
、
「
按
月
利
百
分
之
醜
」
と
稲
し
て
、
毎
月
計
算
す
る
。
月
利
一
・
五
時
M
E
ニ
・
王
芦
の
も
伊
が

最
も
多
い
。
烹
た
覗
契
内
に
最
初
か
ち
期
限
満
了
時
に
ヌ
梯
ふ
べ
き
元
利
合
計
額
を
記
入
し
置
き
、
滞
了
円
際
に
一
時
に
之
を
支
掛
ふ
も
の
も
あ
'
h
o也

農
産
品
を
以
て
利
息
を
支
柿
-
す
も
の
は
、
般
子
若
干
斗
、
棉
花
若
干
斤
、
叉
は
小
葬
若
干
斗
号
以
で
年
利
と
す
る
。
之
を
金
利
に
換
算
す
れ
ぽ
二
割
内

、

、

、

品
川
と
な
る

4rm河
南
省
現
南
町
信
陽
及
刊
日
巾
山
舗
間
近
で
は
、
間
押
円
月
利
は
四
ガ
乃
至
五
官
庁
で
あ
る
が
、
間
瞬
、
精
郷
、
滑
牒
一
帯
で
は
月
利
ニ

O

芦
田
高
利
で
事
る
、
許
酌
で
は
普
通
同
一
畝
の
押
債
は
大
作
三
十
一
九
元
で
、
穀
利
と
し
て
年
に
委
主
ヰ
を
納
柏
町
。
問
湖
江
省
髄
櫛
蜘
で
は
剰
息
は
年

々
支
抽
宮
、
年
利
二
割
と
し
、
著
し
滞
納
す
れ
ば
複
利
計
算
を
は
て
一
耳
金
に
繰
入
れ
か

首
五
+
一
巻

宝L

O 

第
二
盤
ー

一
六
1

(
穴
)
抵
押
負
債
の
償
章
、
抵
押
聞
の
出
典
と
絶
賛

川
円
前
北
省
定
豚
で
は
債
甜
者
が
期
日
に
償
還
し
な
い
ん
き
は
、
(
イ
)
借
帖
(
借
用
詩
書
)
を
書
換
へ
て
利
息
を
一
耳
金
に
縄
入
れ
る
か
、
(
ロ
)
負
債
者
が

第
一
=
者
よ

p
新
に
借
金
し
て
蓄
債
を
支
掛
ふ
か
、
(
ハ
)
保
読
人
た
る
中
人
が
代
償
す
る
か
、
(
=
)
債
構
者
が
借
帖
に
照
し
て
抵
押
駒
を
取
得
す
る
か
、

(
ホ
)
材
中
町
屋
望
者
昔
話
人
に
立
て
与
、
負
債
者
白
破
庫
を
宣
言
し
、
そ
の
{
器
産
を
醐
配
置
し
て
、
之
圭
以
て
各
債
権
者
に
は
そ
の
債
横
綱
に
按
分
し
て

償
還
す
Z
。
を
た
定
購
で
は
、
数
人
の
債
椛
者
に
よ
っ
て
、
一
塊
白
河
地
に
数
個
の
抵
押
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
債
擢
額
の
合
計
は
地
慣
を
超
過
す
る
場

輔

、

合
も
あ
P
、
さ
に
よ
っ
て
紛
議
主
田
地
内
荒
駿
と
を
車
す
と
と
も
あ
る
。
間
河
南
省
で
は
期
限
に
元
利
が
償
還
さ
れ
な
い
と
き
は
、
{
イ
)
契
拘
誰
を
更

改
し
て
利
息
を
一
耳
金
に
繰
入
れ
る
か
、
(
ロ
)
押
契
を
典
契
に
改
め
て
、
農
地
内
使
用
都
目
γ債
揮
者
に
移
す
か
、
(
ニ
期
限
を
延
長
し
て
、
滞
納
一
冗
剥
叡

川明、、

が
地
倒
と
相
等

L
Cな
っ
た
時
、
そ
の
土
地
を
投
枕
す
る
か
、
そ
の
何
れ
か
の
方
法
を
謹
点
。
問
所
江
省
平
糊
臓
で
は
、
農
家
が
窮
乏
し
た
と
き
は
岡
地

を
橋
保
と
し
で
高
利
貸
よ
り
借
金
す
る
が
、
大
部
分
は
期
日
に
之
を
償
還
す
る
こ
と
を
得
ず
、
そ
円
田
地
を
出
典
す
る
と
1
C
L

な
り
、
結
局
典
期
が
来

る
も
阿
践
し
得
な
い
で
、
そ
町
所
有
田
地
を
究
ふ
こ
と
L

な
る
場
合
が
多
い
。
凶
湖
江
省
永
嘉
勝
で
は
農
民
が
同
地
を
問
買
す
る
に
先
っ
て
、
普
題
話

押
の
手
績
を
紹
過
す
る
も
の
が
多
〈
、
こ
の
過
程
を
鯉
る
も
白
は
、
岡
地
出
賓
件
数
の
百
分
自
凡

O
吾
占
め
て
ゐ
'
h
r
m川
淵
江
省
崇
徳
幌
揚
家
計
抗
及
び

粟
闘
村
で
は
、
按
契
は
「
組
契
活
抵
」
の
形
式
を
と
る
か
ち
、
債
務
人
が
期
日
に
元
利
を
償
還
し
得
た
い
と
き
は
、
債
権
者
は
組
買
契
を
根
披
と
し
で
、

。

碇
ち
に
抵
田
市
所
有
槽
を
獲
得
す
る
。

此
等
の
諸
黙
に
闘
す
る
各
地
の
欣
況
は
左
の
如
〈
注
目
っ
て
ゐ
る
。

斯
〈
の
如
ぐ
農
家
が
生
活
窮
乏
の
た
め
、
農
地
を
抵
営
と
し
て
負
債
を
起
ナ
ム
」
曹
は
、
期
日
比
償
還
し
得
泣
い
揚
合
が
多
〈
、
一
冗

李景曹、前f晶、定勝世曾椴況調査、七三六頁。
苧景漢、前掲、定時系農村借貸調査、六頁。
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辛阜‘葉、前掲、定聴農村借貸調査、七O頁。 46) 岡商省農村劃査、五三頁。
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利
が
呆
積
し
て
、
抵
契
の
ま
民
、
ま
た
は
典
契
の
迂
路
を
へ
で
、
絶
買
契
忙
改
め
、
所
有
農
地
を
手
離
さ
ぎ
る
を
得
詮
い
と
と
L
夜

る
も
の
が
多
い
。

抵
抑
岡
地
の
回
賦
(
租
栢
)
は
債
務
者
が
負
換
す
る
か
、
償
槽
者
が
負
債
す
る
か
ピ
問
題
で
あ
る
。

別

併
し
己
の
献
に
側
聞
し
て
は
、
「
同
地
抵
押
不
要
過
糧
、
仰
山
債
務
人
向
官
納
糧
」
と
な
っ
て
ゐ
る
の
が
一
般
の
慣
例
で
あ
り
、
従
っ
て

債
務
者
か
ら
抵
同
の
問
賦
を
納
付
す
ぺ
昔
も
の
と
す
る
。
然
る
に
期
日
に
至
っ
て
債
務
者
が
元
利
を
支
排
は
十
、
債
構
者
に
抵
聞
の

(
七
)
抵
押
園
地
の
岡
賦
関
係

所
有
機
が
移
る
揚
合
に
は
、
抵
凹
は
偵
楳
者
に
「
温
樋
過
戸
」
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
後
は
、
債
構
者
が
共
の
同
賦
を
負
婚
す
る
こ
と
-A

在
る
。

四

結

言

以
上
に
よ
っ
て
支
郊
の
農
家
負
債
と
農
地
の
祇
押
欣
況
と
忙
つ
い
て
概
説
し
た
。
農
地
の
抵
押
が
、
農
地
の
改
良
、
農
地
の
購
入

農
業
機
械
そ
の
他
生
産
設
備
等
に
必
一
安
た
る
資
金
社
調
達
す
る
た
め
忙
利
刑
さ
れ
る
限
り
、
農
業
生
産
力
を
繍
充
す
る
と
い
ふ
明
朗

在
る
一
面
主
持
つ
で
あ
ら
う
。
然
る
に
支
那
に
於
け
る
農
地
の
抵
押
は
、
農
家
の
生
活
窮
乏
を
緩
和
す
る
た
め
、
多
〈
は
不
生
産

的
・
消
費
的
資
金
の
調
達
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
揚
合
が
多
い
か
ら
、
農
村
の
中
町
階
級
た
る
中
農
や
白
作
農
を
貨
幣
資
金
の
所
有

者
た
る
地
主
・
富
由
民
・
商
人
に
隷
屈
せ
し
め
、
そ
の
波
落
を
促
し
つ
ミ
あ
る
町
商
を
上
り
閉
山
〈
呈
示
し
つ

L
あ
る
も
の
で
、
こ
の
己

と
は
、
支
那
農
村
の
た
め
に
悲
し
ま
ざ
る
を
得
た
い
。

か
ぐ
の
如
ぐ
、
農
家
に
と
り
て
間
は
wh
嬰
刀
の
鯨
で
あ
る
州
民
地
の
抵
押
を
し

て
、
民
に
そ
の
利
岡
を
渡
部
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
支
那
の
農
村
金
融
組
織
、
土
地
制
度
に
劉
し
如
何
な
る
改
革
を
加
ふ
べ
き
で
あ

る
か
Y

問
題
正
な
る
が
、
裁
で
は
此
の
鞘
に
は
鰯
れ
な
い
と
主
主
ず
る
P

前
ほ
柾
押
物
件
は
土
地
の
卦
に
家
屋
町
如
き
不
動
産
た
る
ζ

と
あ
B
、
米
穀
、
置
桑
、
生
果
撃
の
農
産
物
た
る
ζ

と
あ
り
、
牛
・
馬
・
羊
・
豚
等
自

家
事
た
る
こ
左
あ
p
、
き
た
衣
服
・
什
器
・
農
具
た
る
と
と
も
あ
る
。
更
に
西
南
商
省
で
は
児
女
す
ら
之
を
抵
押
と
す
る
場
合
が
あ
る
が
、
草
で
は
そ

れ
ら
に
つ
い
て
は
倒
れ
な
い
と
左
与
す
る
。

支
那
の
農
家
負
債
と
農
地
P
輯
押

第
五
十
一
巻
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